
【 短期入所療養介護 】 
 

１ 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第百九十条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所

療養介護従業者」という。）の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期

入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をい

う。以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療

法士及び栄養士の員数は、それぞれ利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指

定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養

介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又

は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第二百二条において同

じ。）を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護

老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。 

二 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十

条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規

定による改正前の法（以下「平成十八年旧介護保険法」という。）第四十八条第一

項第三号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」と

いう。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介

護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又

は作業療法士の員数は、それぞれ利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者

とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施

設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。 

三 療養病床を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短

期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医

師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数

は、それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とすること。 

四 診療所（前二号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護

職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が三又はその端数

を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備すること

とし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。 

五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療

養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業

療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなし

た場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために

必要な数以上とすること。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準第百八十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 

 

 



２ 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第百九十一条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げる

とおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する

介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設

に関するものを除く。）を有すること。 

二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、平成十

八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設に関するものを除く。）を有すること。 

三 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床

を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。 

四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所に

あっては、次に掲げる要件に適合すること。 

イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平

方メートル以上とすること。 

ロ 浴室を有すること。 

ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

五 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医

療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものを除

く。）を有すること。 

２ 前項第三号及び第四号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に

定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとす

る。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サ

ービス等基準第百八十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 

<ユニット型>  

（設備に関する基準） 

第二百七条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期

入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入

所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施

設に関するものに限る。）を有すること。 

 二 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）を有すること。 

 三 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、平

成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限

る。）を有すること。 

 四 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備

（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するも

のに限る。）を有すること。 



 五 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する

介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限

る。）を有すること。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。  

 

附 則 

（経過措置） 

第五条 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以

下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第三条に規定する既存病

院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換

による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指定短期入所療養

介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の

適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第百九十一条第一項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならな

い。 

一 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メー

トル以上の広さを有すること。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

第六条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の規定の適

用を受けている病室を有するものについては、第百九十一条第一項の規定にかかわら

ず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。 

第七条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の規定の適

用を受けている病室を有するものについては、第百九十一条第一項の規定にかかわら

ず、療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者一人につき六・

四平方メートル以上としなければならない。 

第八条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療

養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定

の適用を受けるものについては、第百九十一条第一項の規定にかかわらず、機能訓練

室は、内のりによる測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器

具を備えなければならない。 

第九条 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診

療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養

介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の

適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、第百九十一条第一項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならな

い。 

一 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メー

トル以上の広さを有すること。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

第十条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短

期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の

規定の適用を受けている病室を有するものについては、第百九十一条第一項の規定に

かかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。 



第十一条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条

の規定の適用を受けている病室を有するものについては、第百九十一条第一項の規定

にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者一人

につき六・四平方メートル以上としなければならない。 

第十二条 平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の

事業を行っている事業所（同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定

居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。

以下「平成十七年前指定短期入所療養介護事業所」という。）であって、指定居宅サ

ービス等旧基準第百五十五条の十五第一項本文に規定する一部ユニット型指定短期入

所療養介護事業所であるもの（平成二十三年九月一日において改修、改築又は増築中

の平成十七年前指定短期入所療養介護事業所（ユニット型指定短期入所療養介護事業

所を除く。）であって、同日以後に同項本文に規定する一部ユニット型指定短期入所

療養介護事業所に該当することとなったものを含む。）については、この条例の施行

後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

 

 

３ 運営に関する基準（抜粋） 

（１）内容及び手順の説明及び同意 

指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際

し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所療

養介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければならない。 

 

（２）対象者 

   指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状若しくはその

家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により又は利用者の家族の身体的及び精神的

な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健

施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期

入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟において指定短

期入所療養介護を提供するものとする。 

 

（３）居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

指定短期入所療養介護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定短期入所療養生活介護を提供しなければならない。 

 

（４）利用料等の受領 

ア 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入

所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短

期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介

護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

イ 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期

入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短

期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

ウ 指定短期入所療養介護事業者は、ア、イの支払を受ける額のほか、次の各項目

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 



一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者

介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食

費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利

用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規

定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サ

ービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者

に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定す

る居住費の負担限度額）を限度とする。） 

三 規則で定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行った

ことに伴い必要となる費用 

四 規則で定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（法第四十一条第四項第二号の規定により厚生労働大臣が

定める基準に定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 一～六に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ ３一～四までに掲げる費用については、規則で定めるところによる。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は、３に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。こ

の場合において、３一～四までに掲げる費用に係る同意については、文書による

ものとする。 

 

（５）指定短期入所療養介護の取扱方針 

ア 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養

を妥当適切に行わなければならない。 

イ 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者につ

いては、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的

なものとならないよう配意して行わなければならない。 

ウ 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切

丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解し

やすいように指導又は説明を行わなければならない。 

エ 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

オ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

カ 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

 

 

 

 



（６）短期入所療養介護計画の作成 

ア 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所

することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及び

その置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護

の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配

慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作

成しなければならない。 

イ 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

ウ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当た

っては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

エ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際

には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

 

（７）診療の方針 

ア 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対

して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。 

イ 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察

し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげ

ることができるよう適切な指導を行うこと。 

ウ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の

的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 

オ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

カ 特殊な療法又は新しい療法等については、指定居宅サービス等基準第百四十八

条第五号の規定により厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。 

キ 指定居宅サービス等基準第百四十八条第六号の規定により厚生労働大臣が定め

る医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならないこと。 

ク 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難である

と認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなけ

ればならないこと。 

 

（８）看護及び医学的管理の下における介護 

ア 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わ

れなければならない。 

イ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適

な生活を営むことができるよう、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者

に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清し

きを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

ウ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な

方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。この場

合において、特に異性（介護職員及び看護職員を除く。）から見られることがな

いよう配慮するものとする。 

エ 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつ

を適切に取り替えなければならない。 

オ 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、

離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

 



カ 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、

当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさ

せてはならない。 

 

（９）運営規程 

 指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他運営に関する重要事項 

 

（10）定員の遵守 

 指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる利用者数以上の利用者に対し

て同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当

該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員

を超えることとなる利用者数 

二 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症

疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病

室の定員を超えることとなる利用者数 

三 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることと

なる利用者数 

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護

医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者数 

 

（11）記録の整備 

ア 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

イ 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなけれ

ばならない。 

一 短期入所療養介護計画 

二 具体的なサービスの内容等の記録 

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

四 次市町村への通知に係る記録 

五 苦情の内容等の記録 

六 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

<ユニット型> 省略 

 

 



４ 介護報酬の算定について（抜粋） 

＜療養病床を有する病院における短期入所療養介護費＞ 

（１）認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日につき 200 単位（7日間を限度） 

 短期入所療養介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生

活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、

指定短期入所療養介護を行った場合   利用を開始した日から起算して 7日を限度 

※ただし、緊急短期入所受入加算又は若年性認知症利用者受入加算を算定している場合は、算定

しない。 

 

＜平成１２年３月８日老企第 40 号第２の３（９）＞ 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所生活介護が必

要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利

用者又は家族の同意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。

本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとす

る。（以下、略） 

③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定でき

ないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

c  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、

短期入所生活介護、短期入所療養介護及び短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活

介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判

断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して

おくこと。 

 

（２）緊急短期入所受入加算 １日につき 90 単位（7日間を限度） 

厚生労働大臣が定める利用者（平成２７年厚生労働省告示第９４号２５）に対し、居宅サービ

ス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急的に行った場合 

 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号２５＞ 

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定

短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をい

う。）を受けることが必要と認めた利用者 

 

（３）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 

厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号１８）に適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対し

て、指定短期入所療養介護を行った場合 

 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１８＞ 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

＜平成１２年 3月８日老企第４０号第２の３（１１）＞ 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特

性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

 

 



（４）送迎加算 片道につき１８４単位 

 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対

して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合 

 

（５）療養食加算 １日につき２３単位 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事

の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、厚生労働大臣が定める療養食（平成２７年厚生労

働省告示第９４号２７）を提供したとき 

 イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われているこ

と。 

 ハ 食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号３５）に

適合している指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号２７＞ 

  疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び

内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風

食及び特別な場合の検査食 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号３５＞ 

  定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

（６）認知症専門ケア加算Ⅰ １日につき３単位 

厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号４２）に適合しているものと

して、都道府県知事に届け出た病院が、厚生労働大臣が定める者（平成２７年厚生労働省告示第

９４号６９）に対し専門的な認知症ケアを行った場合 

ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算定し

ない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４２イ＞ 

(1) 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来す

おそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対

象者」という。）の占める割合が二分の一以上であること。 

(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合に   

あっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者

の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとし

て専門的な認知症ケアを実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導  

に係る会議を定期的に開催していること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号６９＞ 

 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者 

 

（７）認知症専門ケア加算Ⅱ １日につき４単位 

 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号４２）に適合しているものと

して、都道府県知事に届け出た病院が、厚生労働大臣が定める者（平成２７年厚生労働省告示第

９４号６９）に対し専門的な認知症ケアを行った場合 

ただし、認知症専門ケア加算Ⅱを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅰは算定し

ない。 

 



＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４２ロ＞ 

(1) イの基準のいずれにも適合すること。 

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設  

全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成   

し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号６９＞ 

 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者 

 

（８）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）につい

ては、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、加算する。ただし、いずれかの加算を算定して

いる場合においては、その他の区分の介護職員処遇改善加算は算定しない。 

内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」〔平成３０年３月２２日老発０３２２第２号〕）を参照すること。 

【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・四十一 

 

（９）介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、

賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善

に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

ア 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能の

ある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又

は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定

処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難であ

る場合はこの限りでないこと。 

イ 指定短期入所療養介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用

の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用

の見込額の平均の二倍以上であること。 

ウ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、

介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃



金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

エ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。 

(２) 当該指定短期入所療養介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施

期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処

遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

(３) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営

の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃

金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について

都道府県知事に届け出ること。 

(４) 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善

に関する実績を都道府県知事に報告すること。 

(５)  短期入所療養介護事業所費におけるサービス提供体制強化(Ⅰ)イを算定していること。 

(６)  短期入所療養介護事業所費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか

を算定していること。 

(７) 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内

容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要し

た費用を全ての職員に周知していること。 

(８) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表し

ていること。 

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)   

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

内容については、別途通知（「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」〔平成３１年４月１２日老発０４１２第８号〕）を参照するこ

と。 

 

 

＜診療所における短期入所療養介護費＞ 

（10）診療所設備基準減算 ①１日につき６０単位 

厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号２０）に該当する指定短

期入所療養介護事業所 

  

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号２０＞ 

  医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハを準用 

 

＜医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ＞ 

 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル



以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以

上としなければならない。 

 

＜医療法施行規則第十六条第一項第十一号ハ＞ 

 イ以外の廊下（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上と

すること。ただし、両側に居室がある廊下（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法による測定

で、一・六メートル以上としなければならない。 

 

診療所設備基準減算 ②１日につき 25 単位 

厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号２０）に該当する指定短

期入所療養介護事業所 

  

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のハ(1)から(3)までの注 5 におけ

る別に厚生労働大臣が定める施設基準 

 

指定短期入所療養介護事業所において食堂を有していないこと 

 

（11）緊急短期入所受入加算 １日につき 90 単位（7日間を限度） 

厚生労働大臣が定める利用者（平成２７年厚生労働省告示第９４号２５）に対し、居宅サービ

ス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急的に行った場合 

 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号２５＞ 

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定

短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をい

う。）を受けることが必要と認めた利用者 

 

（12）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 （３）参照。 

 

（13）送迎加算 片道につき１８４単位 （４）参照。 

 

（14）療養食加算 １日につき２３単位 （５）参照。 

 

（15）認知症専門ケア加算Ⅰ １日につき３単位 （６）参照。 

 

（16）認知症専門ケア加算Ⅱ １日につき４単位 （７）参照。 

 

（17）特定診療費 厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示第３０号）に１０円を

乗じて得た額  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に

厚生労働大臣が定めるもの（平成１２年厚生省告示第３０号）を行った場合 

 

＜平成１２年厚生省告示第３０号＞ 

  特定診療費にかかる指導管理等及び単位数 

 

 

 

 

 

＜介護医療院における短期入所療養介護費＞ 

（18）認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日につき 200 単位（7日間を限度） （１）参照。 



 

（19）緊急短期入所受入加算 １日につき 90 単位（7日間を限度） （２）参照。 

 

（20）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 （３）参照。 

 

（21）送迎加算 片道につき１８４単位 （４）参照。 

 

（22）療養食加算 １日につき２３単位 （５）参照。 

 

（23）緊急時治療管理 1 日につき 511 単位  

 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての

投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。  

同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

 

（24）特定治療 当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に 10 円を

乗じて得た額  

 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律第 57条第３

項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、

麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に算定する。 

 

（25）認知症専門ケア加算Ⅰ １日につき３単位 （６）参照。 

 

（26）認知症専門ケア加算Ⅱ １日につき４単位 （７）参照。 

 

（27）特定診療費 厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示第３０号）に１０円を

乗じて得た額 （15）参照。 

 

（28）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅰ）要介護１・２（1日につき 140 単位） 

要介護３・４・５（1日につき 40 単位） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医

療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区

分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ１日につき次に掲げる所定単位数を加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

 

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準 

(１) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用

者及び入所者(以下この号において「入所者等」という。)の数の合計数が四又はその端数を

増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該介護医療院における入所者等の数を四

をもって除した数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じ

るときはこれを切り上げるものとする。)から当該介護医療院における入所者等の数を六をも

って除した数(その数が一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を

減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。 

(２) 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

第二条に規定する精神保健福祉士をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる者及び理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入

所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。 

(３) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活

に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

の割 合が二分の一以上であること。 

(４) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十



三号)第十九条の五に規定する精神科病院をいう。以下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携

し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同

じ。)させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行

う体制が確保されていること。 

(５) 届出を行った日の属する月の前 3 月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していな

いこと。 

 

（29）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅱ） 要介護１・２（1日につき 200 単位） 

要介護３・４・５（1日につき 100 単位） 

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医

療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区

分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ１日につき次に掲げる所定単位数を加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 

 

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準 

(１) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が四又はその端数を増すごとに一以上 

(２) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれ

ぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介

護を提供していること。 

(３) 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室

を有していること。 

(４) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活

に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症

の者の割合が二分の一以上であること。 

(５) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及

び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保され

ていること。 

(６) 届出を行った日の属する月の前三月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していな

いこと。 

 

 

＜老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費＞ 

（30）緊急短期入所受入加算 １日につき 90 単位（7日間を限度） （２）参照。 

 

（31）送迎加算 片道につき１８４単位 （４）参照。 

 

（32）療養食加算 １日につき２３単位 （５）参照。 

 

（33）特定診療費 厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示第３０号）に１０円を

乗じて得た額 （15）参照 

 


